
司
ミ
A
n
で
為
っ
た
。
へ
町
電
寄
凶問問
否
両
は
、
注
量
十

-一

口調
れ
た
に
よ
る
ou

一
慣
と
し
て
器
は
年
額
主

一
泊
五
千
爾
を
孫
府
に
納
れ

一
後
者
は
君
初
に
日
本
認
凶
風
土
記
第
λ
十
五
加
四
国

亘

『
年
り
も
の
か
ら山首
山
滞
筒
X
M
ひ
大
明
寺
務
簡
を
減
じ
一
事
保
二
年
八
月
十
一
日
綱
紀
は
‘
徳
川
吉
宗
か
ら
純

一
ろ
こ
と
を
約
L
た
。

一
加
賀
問
、
奥
山
に

同
右
民
土
記
技
師
十
七
田
内
加
賀

宣

-
た
も
の
と
符
合
せ
ぬ
が
、
総
計
に
於
い
て

一
致
し
て

一
知
判
物
を
受
什
た
。
そ
の
記
椛
は
、
山
平
元
年
の
も

一
明
治
元
年
三
月
政
府
は
、
能
川
引
に
於
け
る
山
間
信
附
領

一
附
加
旬
出
之
分
、
以
-一m
剛
院
大
同
家
之
総
本
一
興
一官二

一ゐ
る。
A
ー
そ
の
迎
間
売
柑
へ
得
ぬ
J

一
の
に
同
じ
い
。

一
秒
一、
泌
め
て
加
れ
務
に
出
川
と
し
た
。
川
昨
に
能
任

一
本
一注品
一校
作
目
別
。
五
阿
国
二
年
乙
1
1

七
月
下
何
在
幻

一

冗
文
入
年
八
月
加
賀
能
決
抑
厄
添
村
百
荒
十
一
石
七

一
手
保
七
年
六
月
什
八

H
能
川V
に
必
け
る
れ
附
加
を
、

一
の
土
方
氏
U

測
も
亦
市
川
と
せ
ら
れ
た
が
、
抗
月
一件
ひ

一
林
郎
際
似
一兆
降
』
と
あ
る
が
、
徳
川
時
代
の
侭
即
日
で

升
及
び
涜
谷
村
こ
十
行
九
斗
一
升
、
合
計
百
七
十

一
一
加
賀
椛
に
布川
地
と
せ
ら
れ
た
。

一
命
に
よ
っ
て
之
宇
土
方
栄
三
郎

へ
返
泌
し
た
。

一
あ
る
o
従
来
の
郷
土
史
家
が
こ
の
山
中
」
正
し
い
と
信

石
九
斗
入
升
を
拡
府
に
返
し
、
近
江
向
島
湘
お
総
の

一
(
六
)
前
川
治
佑
|
出
入
明
沢
年
十
月
能
慌
の
加
れ
滞
街

一
明
治
ご
年
六
月
十
七
日
間
同
明
は
版
鰐
桁
奉
迎
し
た
。

一
じ
て
引
則
し
た
お
に
、
殺
っ
た
間
究
の
結
果
に
な
っ

内
中
村
町
で
百
七
十
一
石
丸
斗
八
升
を
受
け
た
。
是

ア
十
七
ヶ
村
桁
出
府
衡
と
し
、
総
附
卸
八
ヶ
村
そ
加
行
総

一

ヵ
ガ
プ
シ
加
賀
節
京
都
に
於
い
て
加
到
女
の

一
た
こ
と
は
決
L
て
防
〈
な
い
。

に
よ
っ
て
近
江
領
は
ん
ベ
て
=
τ
村
二
千
四
百
三
十

ご
関
と
す
る
こ
と
や
一昨
さ
れ
、
六
臼
九
且
二
十
凶
そ
の

一
号
た
う
た
小
歌
で
、
室
町
の
切
に
行
は
れ
た
も
の
。

一

カ
ガ
ホ
ウ
シ
ヨ

加
賀
世
帯
番
粥
州
府
志
に
、

二
石
二
斗
穴
升
二
A
H
と
な
っ
た
が
、
金
関
の
出
世
間
総

一
交
換
者
終
了
し
た
。
是
に
よ
っ
て
刷
七
年
六
且
の
ね

一
日
札
刻
々
問
刊
に
、『
公
方

へ
白
拍
子
は
不
訟
候
。
か

一『
紙
。

凡
加
首
相輸
出
松
前
向
向
子
持
v
是
0
』
と
見
・
止
、
文

計
に
埼
滅
は
な
い
O
〈
八
月
と
す
る
は
、
加
州
白
山
容
ケ
辻
帳
そ
見
る
に
、
能
授
の
間
出
向
に
於
い
て
八
石
七
斗

一
が
次
と
巾
治
女
容
候
。

加
賀
ぶ
し
な
ど
L

て
は
や
り

一
化
八
年
他
凶
出
制
禁
産
物
程
河
北
部
二
一
段
村
渡
航臨の

論

一利
に
鍛
る
O
〉

士

一

升

九
A
H
を
減
じ
た
が
、
安
一
一
品
に
あ
っ
て
は
時
一見
し

一
候
O
』
と
見
え
る
も
り
是
で
あ
る
o
同
じ
街
抑
制
で
も
江

一
中
に
は
、
大
器
古
紙
・
中
務
部
紙
・
小
務
部
紙
・御
捻

明品交
十

一
拒
七
且
十
二
日
加
賀
河
北
仰
を
加
賀
郡
、

一
な
か
っ
た
。
こ
の
時
加
白
滞
領
に
邸
し
た
の
は
、
羽

一
戸
勘
三
郎
庄
内
役
背
が
う
た
ひ
初
め
て
、
市
山
治
か
ら

一
摩
書
紙
・延
小
容
也
統
・玉
子
立
明
申
書
紙
が
あ
っ
た
o

待
費
羽
脱
却
を
羽
咋
部
、
臨
時
郁
を
能
号
制
、
越
巾

ご
咋
郡
千
路
・
中
山
・
上
捌
・
二
所
宮
・
安
出
見
・
町
・
仰

一
元
総
頃
ま
で
行
は
れ
た
加
到
郎
、
及
び
延
誌
か
ら
元

一

カ
ガ
ホ
ウ
シ
ョ
ウ
加
賀
費
生

前
旧
綱
紀
の
枇

利
披
郡
を
町制
披
加
に
改
め
、
従
来
都
中
に
位
か
な
か

一
木
・安
部
屋
で
、
務
府
領
に
彩
っ
た
の
は
刑
制
同
部
副
一
般
ま
で
の
京
都
の
宇
治
加
白
抜
が
知
っ
た
加
賀
節

一
か
ら
、
金
持
に
於
い
て
行
は
れ
る
飾
的
は
、
限
れ
託

っ
た
同
凶
氷
見
庄
を
射
水
柿
に
加
へ
た
。

一
水
・阿
川・
灯
・益
和
・命
保
・
人
釜
・松
川町
民
切
留
・則

一
は
、
加
首
凶
と
何
与
の
闘
係
も
な
い
o
元
政
問
引
か
ら

一
生
械
に
統
一
せ
ら
れ
た
o
般
に
資
生
械
が
加
引
に
於

れ
見
守
元
年
九
且
廿
一

日
綱
紀
は
、
徳
川
家
細
か
ら
領

一
後
名
・
地
保
・
訓
子
駅
・
聞
出
向
抑
制
陪
・
外
・
別
加
・谷

一
江
戸
及
び
上
方
の
泌
出
で
部
け
れ
た
附
別
に
も
加
到

一
い
て
餓
時
党
側
め
る
と
の
訟
で
、
加
自
民
生
の
加
が

知
判
物
を
受
け
た
o
そ
の
高
は
加
賀
・越
中
・能
積
百

一
内
・
深
浦
・
虫
断
で
あ
っ
た
o
似
し
そ
の
中、

制
水
・
一
簡

が

あ

る

。

一

周

ひ

ら

れ

た

O

M

人
時
と
し
て
は
江
戸
の
貸
生
流
出
削
曲

二
悦
二
千
武
百
九
十
石
俄
‘
近
江
部
品
川
川
=
一
伊
村
三

一
川
以
後
約
・品川
子
駅
・刷
出
・外
・別
問
・谷
内
・深
川
は
、

一

カ
ガ
プ
ツ
サ
ン
シ
加
賀
物
産
志

一
加
。
内
組

一
に
比
し
て
、
山
仰
の
凶
れ
た
伐
佐
山
川
と
い
ふ
は
昧
に

千
四
国
=
一十
石
俄
、
合
同
刑
百
二
国
荒
千
石
m
m
と
担
さ

一
元
東
加
賀
滞
簡
と
幕
府
領
と
の
入
荷
U

で
あ
っ
た
も
の

一
に
は
加
担
問
物
産
志
と
あ
る
。
間
郡
山
・
内
山
由
党
仲

一
も
悶
ひ
ら
れ
た
。

れ
て
ゐ
る
。

一
で
あ
る
え
九
月
ご
十
日
と
す
る
は
杉
木
氏
小
切
似
に
一
の
私
、
阪
允
恨
の
校
正
で
、
元
文
ご
年
に
成
っ
た
。

一

カ
ガ
ホ
ウ
ロ
ン
加
賀
法
論
文
政
三
四
年
の
頃

掛
っ
た
も
の
で
、
梅
花
然
続
抑
制
に
は
九
月
H
一
日
と

一
内
容
は
一九
殺
部
・誌

m
-応
部
・一同沼
・
山
由
草
部
・遊
土
一

金
mm
脅
巾
心
と
し
た
一
向
宗
一
出
波
の
仙
川
似
の
聞
に
、

す
る
o
越
号
賀
=
-
州
芯
来
凶
倒
見
に
之
青
天
川
沢
年

一
百
姓
給
物
類
・
な
部
・
木
郎
・
竹
部
・
鳥
部

-m郎
魚
一
安
心
に
刷
闘
す
る
論
践
が
あ
っ
た
。
一

方
は
お
助
け
方

沢
且
に
作
る
も
の
は
限
で
あ
る
o
こ
の
時
交
換
し
た

一
郎
・鍛
郎
・治
郎
・蛇
郎
・石
土
水
火
部
に
分
か
れ
、
そ
一
と
い
ひ
、
一
方
は
お
矧
み
方
と
い
は
れ
た
が
、
前
者
を

お
の
口
数
に
就
い
て
は
之
常
務
府
簡
の
侠
下
に
記
す

一
の
品
円
守
備
げ
或
も
の
に
は
説
明
脅
加

へ
て
あ
る
。
一

一
一
宗
門
間
然
〉
の
安
心
、
後
半
H
そ
四
手
(
阿
揃
陀
仰
〕の

る
o
u

一
ま
た
加
質
問
琵
物
一
郎
と
附
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
内

一
安
心
と
い
う
て
互
に
川
っ
た
o
況
年
春
林
幽
守
桜
融制

(七
U

前
川
野
阪

l
文
化
七
年
=
一月
能
佼
に
於
け
る
弘

一
容
は
同
じ
い
o

一
了
階
上
治
し
て
講
師

克
一献
十
三
年
八
月
什

一
日
加
賀
凶
加
制
阿
部
の
名
を
河

北
郡
、
能
君事
凶
能
育
部
を
鹿
島
郡
に
復
し
た。

正
徳
元
年

綱
紀
は
郷
村
前
辻
M

帽
を
別
府
府
に
提
出
し

た
。
そ
れ
に
は
加
賀
町
判
物
一
両
三
十
回
以
六
千
四
百

五
十
石
四
斗
七
合
外
に
徳
商
六
千
三
百
二
石
四
斗
八

升
三
合
、
越
中
四
十
六
前
向
九
千
七
百
五
十
四
石
七
斗

七
升
三
合
外
に
組
尚
一
一
品
百
二
十
四
行
九
斗
一
升
七

介
、
能
積
二
十
斑
六
千
三
百
八
十
二
石
八
斗
四
升
外

に
間
出
向
況
千
五
十
石
、
近
江
=
一
タ
村
二
千
四
百
三
十

二
有
二
斗
六
升
こ
合
、
総
計
百
二
間
抗
千
二
十
石
二

斗
八
升
ご
合
と
自記
さ
れ
る
。
〈
加
賀
に
於
け
る
表
一
仙
の

減
じ
た
の
は
、
能
相
山
部
地
相聞
・
荒
谷
二
村
を
都
府
に

カ
力

カ
ガ
フ

F
キ

加
賀
風
土
記

二
加
。
総
州
風
土

記
の
一
郎
で
、
石
川
・
加
賀
二
加
の
分
で
あ
る
。
前

辛
口
は
容
初
に
日
本
総
附
風
土
問
第
八
十
四
加
賀
凶
石

川
川
、
拠
引
に

『
右
之
風
土
山川市
加制
H
M
問
小
娘
也
。

尤料品
目
白
人
-鎚
=見
川
円
以

L
U本
-
A
2校
AH
mw
。

υ
品
川
出
ご
年
二
月
下
旬
左
巾
将
山
間
版
元
陥
』
と
あ
ふ
り
、

五
七


